
⑦交付決定の
通知

④交付申請
書を提出

事
業
者

申請受付期間事前告知期間

①交付要綱、
募集要項、チ
ラシ等を発出
・適宜問合せ
対応

②補助対象
要件等情報
収集→申請
するかどう
かの検討
③交付申請
に必要な書
類の提出準
備

⑤交付申請
書の受領

↓
⑥内容の審
査

⑧交付決定
を受領後、
事業の開始

＜注意事項＞
・ここでいう事業の開始とは、メーカーや工事業者との契約行為（物品購入や支払いを含む。）を指します。
・本来は、交付決定前の事業の着手は認められませんが、本事業については、国補正予算成立日（令和７年12
月16日）以降、令和８年９月末までに購入を完了した経費を補助対象とすることから、交付決定前の事業の着
手は可とします。（※交付申請内容に誤り等がないことが前提）

実績報告受付期間

⑪実績報告
書を提出

⑫実績報告書の
受領

↓
⑬内容の審査

⑭確認できた
ものから随時、
審査結果（補
助金の額の確
定）を通知

⑨メーカー等
と契約→支払
い・納品・設
置
⑩実績報告に
必要な書類の
提出準備

⑮補助
金の支
払い

⑯補助金の
入金を確認

補助事業の流れ
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